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所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所と 

しております。 



2 

１【提出理由】 

当社第162期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業

内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

 

２【報告内容】 

(１) 当該株主総会が開催された年月日   2025年６月27日 

 

(２) 当該決議事項の内容 

（会社提案） 

第１号議案  剰余金の処分の件 

第２号議案  取締役12名選任の件 

取締役として前川重信、中井亨、高谷尚志、枝光平憲、石沢整、木村ひとみ、 

岩田和行、桑野敬市、和田芳直、小林柚香里、西真弓、本郷陽太郎を選任する。 

 

(３) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、 

  当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 

決議の結果 

賛成比率

（％） 
可否 

第１号議案 551,180 4,265 1 99.16 可決 

第２号議案 

前川 重信 539,674 15,789 1 97.09  可決 

中井 亨 541,078 14,385 1 97.34  可決 

高谷 尚志 545,482 9,981 1 98.13  可決 

枝光 平憲 545,547 9,916 1 98.14  可決 

石沢 整 545,568 9,895 1 98.15  可決 

木村 ひとみ 545,627 9,836 1 98.16  可決 

岩田 和行 545,650 9,813 1 98.16  可決 

桑野 敬市 545,693 9,770 1 98.17  可決 

和田 芳直 551,060 4,403 1 99.13  可決 

小林 柚香里 551,076 4,387 1 99.14  可決 

西  真弓 551,071 4,392 1 99.14  可決 

本郷 陽太郎 541,538 13,925 1 97.42  可決 

(注)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。 

第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。 

第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席

および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 

 

(４) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 

事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計によ

り各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席
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の株主の議決権のうち賛否が確認できていない議決権の数は集計しておりません。 

 

以上 
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